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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成26年1月23日(2014.1.23)
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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年12月4日(2013.12.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　｛０００１｝面に対するオフ角が５０°以上６５°以下である主面を有する炭化珪素基
板と、
　前記主面上に形成され、導電型が第１導電型であるエピタキシャル成長層と、
　前記エピタキシャル成長層上に接触して形成された絶縁膜と、
　前記エピタキシャル成長層において前記絶縁膜と接触する領域を含むように形成され、
導電型が前記第１導電型とは異なる第２導電型であるボディ領域とを備え、
　前記ボディ領域における不純物密度は５×１０１７ｃｍ－３以上であり、
　前記ボディ領域の、前記絶縁膜と接触する領域にチャネル領域が形成される、半導体装
置。
【請求項２】
　前記主面のオフ方位と＜０１－１０＞方向とのなす角は５°以下となっている、請求項
１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記主面の、＜０１－１０＞方向における｛０３－３８｝面に対するオフ角は－３°以
上５°以下である、請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記主面のオフ方位と＜－２１１０＞方向とのなす角は５°以下となっている、請求項
１に記載の半導体装置。
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【請求項５】
　前記主面は、前記炭化珪素基板を構成する炭化珪素のカーボン面側の面である、請求項
１から請求項４のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記ボディ領域における不純物密度は１×１０２０ｃｍ－３以下である、請求項１から
請求項５のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項７】
　ノーマリーオフ型となっている、請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の半導体
装置。
【請求項８】
　前記絶縁膜上に接触して配置されたゲート電極をさらに備え、
　前記ゲート電極は前記第２導電型のポリシリコンからなっている、請求項７に記載の半
導体装置。
【請求項９】
　前記絶縁膜上に接触して配置されたゲート電極をさらに備え、
　前記ゲート電極はｎ型ポリシリコンからなっている、請求項１から請求項７のいずれか
１項に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記絶縁膜の厚みは２５ｎｍ以上７０ｎｍ以下である、請求項１から請求項９のいずれ
か１項に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記第１導電型はｎ型であり、前記第２導電型はｐ型である、請求項１から請求項１０
のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項１２】
　前記ボディ領域における不純物密度は５×１０１７ｃｍ－３以上３×１０１８ｃｍ－３

以下である、請求項１１に記載の半導体装置。
【請求項１３】
　前記ボディ領域において前記絶縁膜に接する領域に弱反転層が形成される閾値電圧が、
室温以上１００℃以下の温度範囲において２Ｖ以上である、請求項１１または請求項１２
に記載の半導体装置。
【請求項１４】
　前記閾値電圧が１００℃において３Ｖ以上である、請求項１３に記載の半導体装置。
【請求項１５】
　前記閾値電圧が２００℃において１Ｖ以上である、請求項１３または請求項１４に記載
の半導体装置。
【請求項１６】
　前記閾値電圧の温度依存性が－１０ｍＶ／℃以上である、請求項１３から請求項１５の
いずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項１７】
　室温における電子のチャネル移動度が３０ｃｍ２／Ｖｓ以上である、請求項１１から請
求項１６のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項１８】
　１００℃における電子のチャネル移動度が５０ｃｍ２／Ｖｓ以上である、請求項１７に
記載の半導体装置。
【請求項１９】
　１５０℃における電子のチャネル移動度が４０ｃｍ２／Ｖｓ以上である、請求項１７ま
たは請求項１８に記載の半導体装置。
【請求項２０】
　電子のチャネル移動度の温度依存性が－０．３ｃｍ２／Ｖｓ℃以上である、請求項１７
から請求項１９のいずれか１項に記載の半導体装置。
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【請求項２１】
　前記エピタキシャル成長層と前記絶縁膜との界面におけるバリアハイトは２．２ｅＶ以
上２．６ｅＶ以下である、請求項１から請求項２０のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項２２】
　オン状態において、前記ボディ領域に形成されるチャネル領域における抵抗値であるチ
ャネル抵抗は、前記チャネル領域以外の前記エピタキシャル成長層における抵抗値である
ドリフト抵抗よりも小さい、請求項１から請求項２１のいずれか１項に記載の半導体装置
。
【請求項２３】
　ＤｉＭＯＳＦＥＴである、請求項１から請求項２２いずれか１項に記載の半導体装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明に従った半導体装置は、｛０００１｝面に対するオフ角が５０°以上６５°以下
である主面を有する炭化珪素基板と、当該主面上に形成され、導電型が第１導電型である
エピタキシャル成長層と、エピタキシャル成長層上に接触して形成された絶縁膜と、エピ
タキシャル成長層において絶縁膜と接触する領域を含むように形成され、導電型が第１導
電型とは異なる第２導電型であるボディ領域とを備えている。そして、ボディ領域におけ
る不純物密度は５×１０１７ｃｍ－３以上であり、ボディ領域の、絶縁膜と接触する領域
にチャネル領域が形成される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の半導体装置においては、｛０００１｝面に対するオフ角が５０°以上６５°以
下である主面を有する炭化珪素基板が採用され、当該主面上に形成されたエピタキシャル
成長層内にボディ領域が形成される。そのため、不純物密度が５×１０１７ｃｍ－３以上
という高いドーピング密度のボディ領域を形成し、閾値電圧をプラス側にシフトさせた場
合でも、チャネル移動度の低下が抑制される。その結果、本発明の半導体装置によれば、
チャネル移動度の低下を抑制しつつ閾値電圧の設定の自由度を高めることが可能な半導体
装置を提供することができる。なお、上述の「不純物」は、炭化珪素中に導入されること
により多数キャリアを生成する不純物を意味する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　上記半導体装置においては、ボディ領域における不純物密度は５×１０１７ｃｍ－３以
上３×１０１８ｃｍ－３以下であってもよい。このようにすることにより、本願の半導体
装置を、珪素を材料として採用した半導体装置と置き換えて使用することが容易になると
ともに、半導体装置を安定してノーマリーオフ型とすることができる。また、不純物密度
が高くなることによる大幅なチャネル移動度の低下を回避することができる。
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